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追
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項
の
規
定
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委
公
告

示
送
達
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…
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…
…
…
…
…

定
希
少
野
生
動
植
物
種
の
指
定
（
自

急
病
院
で
な
く
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っ
た
医
療
機
関
（

路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
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模
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売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

規
模
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年

三

第
十
二
条
の
二
第
二
項

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し

（
書
類
の
経
由
）

第
十
六
条

法
又
は
こ
の
規
則

書
類
を
含
む
。
）
は
、
当
該

五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

る
。
）
に
係
る
書
類
に
あ
っ

の
所
在
地
）
が
一
の
県
民
局

す
る
県
民
局
の
長
を
経
由
し

第
十
六
条
中
「
第
一
号
、
第

佐
波
郡
、
吉
敷
郡
（
阿
知
須
町

号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
及

２

知
事
に
提
出
す
る
次
に
掲

非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所

合
の
当
該
書
類
に
つ
い
て
は

一

第
四
条
第
二
項
の
規
定

二

法
第
二
十
九
条
第
一
項

山
口
県
規
則
第
五
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
山
口
県
環
境
生

所
在
地
を
所
管
す
る
県
民
局
（

管
区
域
内
の
み
に
あ
る
場
合
に

規

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
書
類

、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を

の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る

書
類
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

届
出
（
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四

て
は
、
当
該
書
類
に
係
る
特
定
非

の
所
管
区
域
内
の
み
に
あ
る
場
合

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

を
除
く
。
）
」
及
び
第
二
号
を
削

び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の

げ
る
書
類
は
、
正
副
四
通
と
す
る

の
所
在
地
が
一
の
県
民
局
の
所
管

、
正
副
三
通
と
す
る
。

に
よ
り
添
付
す
る
書
類

の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類

法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
山

活
部
県
民
生
活
課
」
の
下
に
「
、

当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事

限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

則

行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

日

山
口

一

加
え
る
。

書
類
（
知
事
を
経
由
し
て
提
出
す

人
の
事
務
所
の
所
在
地
（
法
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に

営
利
活
動
法
人
の
変
更
前
の
事
務

に
あ
っ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
所

」
を
「
当
該
書
類
」
に
改
め
、
「

り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第

一
項
を
加
え
る
。

。
た
だ
し
、
当
該
書
類
に
係
る
特

区
域
内
の
み
に
あ
る
場
合
以
外
の

改
正
す
る
規
則

口
県
規
則
第
百
一
号
）
の
一
部
を

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所

務
所
の
所
在
地
が
一
の
県
民
局
の

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

る十限所管 、四定場 次の所

規

則



平成 年 月 日 金曜日

８９

山 口

１２３４５６７

（定期）県 報

大
有
水

平
成

お
け

る
公

平
方

第 号

山
地

島
町

認
し

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
一
五

の
地
点

７
の
地
点
か
ら
五
六
度

の
地
点

８
の
地
点
か
ら
三
二
七

の
地
点

９
の
地
点
か
ら
二
三
四

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
七

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
一
五

の
地
点

の
地
点
か
ら
四
五
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
一
五

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
二
三

の
地
点

浮
島
漁
港
江
ノ
浦
防
波

経
一
三
二
度
二
一
分
〇
一

の
地
点

１
の
地
点
か
ら
二
三
七

の
地
点

２
の
地
点
か
ら
三
二
五

の
地
点

３
の
地
点
か
ら
五
六
度

の
地
点

４
の
地
点
か
ら
三
二
七

の
地
点

５
の
地
点
か
ら
二
三
六

の
地
点

６
の
地
点
か
ら
三
二
七

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

島
郡
周
防
大
島
町
大
字
浮
島

面
で
、
次
の
１
の
地
点
か
ら

八
年
春
分
の
満
潮
位
（

・

る
公
有
水
面
と
江
ノ
浦
防
波

有
水
面
と
江
ノ
浦
護
岸
と
の

メ
ー
ト
ル

字
本の・

堤
と

境
界

告

口
県
告
示
第
百
九
十
号

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

長
か
ら
周
防
大
島
町
の
区
域
内
に

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

度
二
七
分
三
六
・
九
一
メ
ー
ト

〇
九
分
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

度
一
七
分
四
・
六
一
メ
ー
ト
ル

度
五
五
分
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

度
一
六
分
二
七
・
八
三
メ
ー
ト

度
〇
七
分
二
九
・
一
一
メ
ー
ト

一
二
分
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

度
〇
二
分
四
・
六
二
メ
ー
ト
ル

度
二
八
分
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

堤
基
部
に
設
置
し
た
基
準
点
（

秒
）
か
ら
一
三
五
度
三
二
分
一

度
〇
六
分
四
〇
・
〇
三
メ
ー
ト

度
五
八
分
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

三
七
分
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の

度
一
〇
分
四
五
・
九
五
メ
ー
ト

度
二
〇
分
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル

度
〇
九
分
二
〇
・
一
一
メ
ー
ト

山
口
県
知

浦
一
〇
三
か
ら
同
大
字
字
上

地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

＋
三
・
三
五
メ
ー
ト
ル
）

の
境
界
線
及
び
１
の
地
点
と

線
に
囲
ま
れ
た
区
域
の
公
有

ノ、
（
以水

示

第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第

新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ

ル
の
地
点

地
点

の
地
点

の
地
点

ル
の
地
点

ル
の
地
点

地
点

の
地
点

の
地
点

北
緯
三
三
度
五
六
分
四
二
秒
東

八
九
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
の
地
点

の
地
点

地
点

ル
の
地
点

の
地
点

ル
の
地
点

事

二

井

関

成

山
六
九
に
至
る
土
地
の
地
先
公

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ

下
「
満
潮
位
」
と
い
う
。
）
に

の
地
点
を
結
ぶ
満
潮
位
に
お
け

面
埋
立
地
六
、
九
九
〇
・
一
八

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
防
大

と
を
平
成
十
八
年
三
月
十
日
確

ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
砂

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
椋

二
六
ま
で
に
沿
接
す
る
道
路
に

を
順
次
結
ん
だ
線
、
６
の
地
点

号
の
六
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ

ル
）
、
７
の
地
点
と
８
の
地
点

ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公

点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら

の
地
点

９
の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

た
区
域
の
公
有
水
面
埋
立
地
二

１
の
地
点

大
島
郡
周
防
大

分
三
八
・
四
七
〇

一
、
二
〇
五
・
〇

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
日

有
水
面
で
、
次
の
１
の
地
点
か

平
成
十
年
秋
分
の
満
潮
位
（

・

お
け
る
公
有
水
面
と
４
号
防
波

び
１
の
地
点
と

の
地
点
を
結

防
堤
と
の
境
界
線
及
び
１
の
地
点

野
字
天
満
崎
一
八
五
一
の
一
七
か

沿
接
す
る
堤
地
先
公
有
水
面
で
、

と
７
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年

た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界

を
結
ぶ
昭
和
三
十
五
年
十
月
一
日

有
水
面
と
の
境
界
線
（

・

・

結
ぶ
平
成
十
三
年
秋
分
の
満
潮
位

二
二
度
二
五
分
三
・
一
メ
ー
ト
ル

一
一
二
度
二
五
分
〇
・
九
メ
ー
ト

二
二
度
二
五
分
〇
・
七
メ
ー
ト
ル

一
一
二
度
二
五
分
三
・
一
メ
ー
ト

二
二
度
二
五
分
六
九
・
三
メ
ー
ト

一
一
二
度
二
五
分
九
・
三
メ
ー
ト

二
〇
二
度
二
八
分
一
一
一
・
四
メ

一
五
四
度
二
三
分
三
・
一
メ
ー
ト

、
五
五
〇
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

島
町
大
字
土
居
字
飛
瀬
島
の
飛
瀬

秒
東
経
一
三
二
度
一
八
分
三
八
・

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
度
二
五
分
三
五
・
〇
メ
ー
ト

一
一
二
度
二
五
分
一
・
〇
メ
ー
ト

二
二
度
二
五
分
八
・
九
メ
ー
ト
ル

一
一
二
度
二
五
分
二
九
・
二
メ
ー

四
二
度
三
〇
分
三
八
・
九
一
メ
ー

前
字
白
鳥
二
〇
四
二
の
四
及
び
二

ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

・

＋
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
）

堤
と
の
境
界
線
、

の
地
点
か
ら

ぶ
満
潮
位
に
お
け
る
公
有
水
面
と

と

の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま

ら
同
大
字
字
新
三
町
田
一
八
六
五

次
の
１
の
地
点
か
ら
６
の
地
点
ま

八
月
二
十
日
付
け
指
令
港
湾
第
二

線
（

・

・

＋
三
・
三
六
メ
ー

付
け
指
令
港
湾
第
七
三
九
号
で
し

＋
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
）
、
８
の

（

・

・

＋
二
・
九
〇
メ
ー

の
地
点

ル
の
地
点

の
地
点

ル
の
地
点

ル
の
地
点

ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ル
の
地
点

島
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五

〇
三
四
秒
）
か
ら
二
二
一
度
一
六

ル
の
地
点

ル
の
地
点

の
地
点

ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

〇
四
三
の
四
に
沿
接
す
る
堤
地
先

線
、

の
地
点
と

の
地
点
を
結

（
以
下
「
満
潮
位
」
と
い
う
。
）

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

日
前
東
護
岸
と
の
境
界
線
に
囲
ま

二

れ ので二トゅ地ト 五分 公ぶに及れ

告

示
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一二三

山 口 県

山
瀬

づ
く当

評
価

の
間

覧
に

（定期）報

５６７８９

第 号

た
区１２３４

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト

住

所

周
南
市
御
影

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所

名

称

株
式
会
社
ト
ク
ヤ
マ

所
在
地

周
南
市
御
影
町
一
番

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

口
県
告
示
第
百
九
十
一
号

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請

該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策

供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

の
地
点

４
の
地
点
か
ら
四
度
三

の
地
点

５
の
地
点
か
ら
九
四
度

の
地
点

６
の
地
点
か
ら
一
八
四

の
地
点

７
の
地
点
か
ら
二
七
四

の
地
点

８
の
地
点
か
ら
一
六
度

の
地
点

９
の
地
点
か
ら
二
七
四

域
の
公
有
水
面
埋
立
地
五
、
八
〇

の
地
点

大
島
郡
周
防
大
島
町
大

六
二
〇
秒
東
経
一
三
二
度

四
五
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の

の
地
点

１
の
地
点
か
ら
九
四
度

の
地
点

２
の
地
点
か
ら
一
八
四

の
地
点

３
の
地
点
か
ら
九
四
度

隔
等

山
口
県
知

所ク
ヤ
マ

町
一
番
一
号

在
地

徳
山
製
造
所
徳
山
・
南
陽
工
場

一
号

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

課
及
び
周
南
市
環
境
生
活
部
環

一
分
三
六
秒
〇
・
六
〇
メ
ー
ト

三
一
分
三
六
秒
一
〇
・
五
三
メ

度
三
一
分
三
六
秒
二
九
・
九
五

度
二
八
分
〇
四
秒
一
九
五
・
八

四
六
分
一
八
秒
五
・
八
九
メ
ー

度
四
一
分
四
五
秒
〇
・
八
七
メ

五
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

字
東
三
蒲
字
田
尻
三
等
三
角
点

一
二
分
五
四
・
四
二
五
秒
）
か

地
点

二
四
分
三
九
秒
一
七
・
八
八
メ

度
二
四
分
三
九
秒
〇
・
六
〇
メ

三
三
分
〇
五
秒
一
六
一
・
四
三

事

二

井

関

成

）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

日
か
ら
同
年
四
月
二
十
日
ま
で

境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦

ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

（
北
緯
三
三
度
五
七
分
四
七
・

ら
一
一
六
度
二
〇
分
五
七
秒
九

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

種

類

構

能

力

（

／
時
）

二
七

イ

一
〇

備
考

「
二
七

イ
」
と
は
、
水

第
二
十
七
号
の
無
機
化
学
工

造

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開

予年
月

平
成
一
八
、

六
、
一
平
成
一
八
、

七
、
二
〇
平
成
一
八
八
、

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六

業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施

三

使

用

の

方

法

始定日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

、一
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

設
を
い
う
。



平成 年 月 日 金曜日

８９

山 口

３４５６７

（定期）県 報

四排１２

第 号

種備

排

水

口

八

排

水

口

〃

排

水

口

七
・
五

排

水

口

八

排

水

口

〃

排

水

口

〃

排

水

口

八

排

水

口

〃

排

水

口

八
・
二

排

水

口

〃

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

排

水

口

八

排

水

口

八
・
二

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

二
七

イ

一
一

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

〃

二

〃

〃

〃

三
・
八

五
・

〃

五
・
一

一
〇
・

〃

三
・
七

六
・

〃

〃

〃

〃

〃

〃

五
・
七

一
〇
・

〃

五

一

〃

三
・
九

六
・

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大

五
・
六

八
・
六

三
・
二

四
・

〃

三

三
・

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

九
一
二

一
四
・
三

二

い
て
準
用
す
る
。

三

五

一
〇

〃

〃

一
五

七

〃

〃

八

〃

一
〇

三

一
〇

二
〇

〃

〃

五

〃

〃

四

〃

〃

〇

〃

〃

四

五
・
六

一
〇
・
八

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

鉱
油

（

／

通

常

最

大

最

一

六

一
一

五

五

一
〇

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

一
、
〇
〇
〇
三
〇
、
〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

〇
・
三

〇
・
六

〃

〇
・
八

一
・
五

〃

〇
・
七

一
・
七

〃

〇
・
八

二
・
四

〃

〃

〃

〃

〇
・
四

〇
・
六

〃

〇
・
三

〇
・
五

〃

〇
・
二

〇
・
四

〃

〇
・
五

一

状

態

の

類
）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

二

〇
・
四

〇
・
七

〃

〇
・
二

〇
・
四

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

二
・
六

六

〇
・
〇
三

〇
・
〇
四

〇
・
〇
二

〃

〇
・
一
一

〇
・
一
九

〇
・
〇
四

〇
・
一
三

二
、

〇
・
〇
八

〇
・
一
五

六
、

〃

〃

四
〇
八
、

〃

〇
・
〇
四

〃

〇
・
〇
五

一
七
、

〃

〃

二
、

〇
・
〇
九

〇
・
一
八

二
〇
二
、

排
出
水
の

値

燐（

／

）

常

最

大

通

〇
・
〇
九

〇
・
一
七

五
八
五
、

〇
・
〇
三

〇
・
〇
五

二
五
二
、

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

一
・
七
二

二
・
四
八

八
〇
〇

一
、
二
〇
〇

四
八
〇

七
二
〇

七
二
〇

一
、
二
〇
〇

四
〇
〇

二
、
八
八
〇

二
四
〇

七
、
二
〇
〇

〇
〇
〇

五
二
八
、
〇
〇
〇

三
六
〇

四
八
〇

三
六
〇

二
四
、
八
〇
〇

四
〇
〇

三
、
六
〇
〇

六
四
五

二
〇
七
、
五
九
六

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

六
一
八

七
三
〇
、
四
六
九

一
七
八

三
二
四
、
一
八
八

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

七
二

七
五

四



平成 年 月 日 金曜日

種四四備

山 口 県

二三

（定期）報

当
評
価

の
間

供
す

一

第 号

山
瀬

づ
く

類

能

力

工
事
予年

七

ロ

（
二
基
）

一
〇

（

／
時
）
平
成四

七

ハ

二
四
〇

（

／
時
）
〃

考

「
四
七

ロ
」
及
び
「
四
七

十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
十
七
号

氏
名
又
は
名
称

協
和

酵
工

住

所

東
京
都
千
代

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所

名

称

協
和

酵
工
業
株
式

所
在
地

宇
部
市
大
字
藤
曲
二

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

構

該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策

る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

排

水

口

〃

口
県
告
示
第
百
九
十
二
号

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請

着
手定

月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

一
八
、

、
二
四
平
成
一
八
、

六
、
三
〇
平
成
一
八
、

七
、
一

〃

〃

ハ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令

の
医
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過

業
株
式
会
社

田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

在
地

会
社
宇
部
工
場

五
四
八
番
地

隔
等

造

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

課
及
び
宇
部
市
環
境
部
環
境
共

山
口
県
知

所
〃

二

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

連

続
七
時
間
変
動
な
し

〃

〃

〃

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八

施
設
及
び
分
離
施
設
を
い
う
。

使

用

の

方

法

の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

日
か
ら
同
年
四
月
二
十
日
ま
で

生
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に

事

二

井

関

成

三

〃

〃

）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

〃

〇
・
七

一
・
五

〇
・
〇
六

〇
・
一

四
、

五

三
二
〇

六
、
〇
〇
〇



平

最

成 年 月 日 金曜日

中排

山 口

排最種

（定期）県 報

備四中

第 号

種
終

中

和

槽

和

処

理

施

設

処
理
前

処
理
後

水

処

理

施

設

処
理
前

処
理
後

処
理
前

水

処

理

施

設

〃

終

中

和

槽

〃

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

類

項

目

水通

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

種

類

構

和

処

理

施

設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

製

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

四
七

ロ

（
二
基
）

七
・
五

四
七

ハ

〃

九

三

二四
一
、五
八
一
一

七

六八
〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

三
四
七

〃

五

一
九
・
九

〃
七
四
、
〇
〇
〇

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚

水

等

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

常

最

大

通

常

最

い
て
準
用
す
る
。

項隔
等

造

能

力

（

／
日
）

ー
ト

三
、
四
〇
〇

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

六九

二
〇

二

〃

二
五
〇

二
五、六

九
七

九
六

一
二
三

〃

〃

〃

〃

三
七
三

二
〇
〇

二
四
三

三
二

二
〇

二
五

活

性

汚

泥

〃

中

和

〃

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）
（

大

通

常

最

大

最

処
理
の
方
式

使

用

時

間

間

隔

中

和

連

続

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

一
〇
〇

五
〇
〇

〇

〃

〃

一

七
八
七
一
、二
二
三

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
七
二

七
三
四

二

二
四

三
八

〃

〃

〃

〃

状

態

の

鉱
油
類
／

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

二

四

時

間

変

動

な

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

二
五

二
五

二
〇

二
〇

三
一
・
三

七
七

二
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
二
・
五

三
〇
・
八

〃

〇
・
七

一
・
九

六
九
、

（
既

汚
水
等
の

値

燐（

／

）

通

常

最

大

通

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し 値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

一
二

一
二

五

五

八
七
六

二
、
九
四
二

〃〃〃

八
三
五

六
九
、
八
八
五

設
）

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

一
四
〇

一
四
〇

三
〇

三
〇

六



平成

山
道

年 月 日 金曜日

次
一
項名

山
陽

山 口 県

キホ
山

（定期）報

１２山
山

定
に

第 号

五排
口
県
告
示
第
百
九
十
五
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

の
医
療
機
関
は
、
救
急
病
院
等
を

に
規
定
す
る
病
院
で
な
く
な
っ
た

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

称

小
野
田
市
立
山
陽
市
民
病
院

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

ビ
ヒ
ト
リ
シ
ズ
カ
（
セ
ン
リ
ョ
ウ

ソ
バ
ナ
コ
バ
イ
モ
（
ユ
リ
科
）

口
県
告
示
第
百
九
十
四
号

排

水

口

七

排

水

口

八
・
五

口
県
告
示
第
百
九
十
三
号

口
県
希
少
野
生
動
植
物
種
保
護
条

よ
り
、
指
定
希
少
野
生
動
植
物
種

処
理
後

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

。

山
口
県
知

所

在

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭

山
口
県
知

科
）

五九

一
九
・
九

三

六九

五

三

例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

〃

〃

〃

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第

事

二

井

関

成

地

五
〇
三

事

二

井

関

成

二

二
〇

二
五

〇

八

〃

検
出

第
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規

〃

〃

〃

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

鉱
油

（

／

通

常

最

大

最

区
同
市

同
大
字
字
小
原
三
七
四
の
六

ま
で道

路
の
種
類

県
道

路

線

名

光
柳
井
線

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

新
南
陽
日

道
路
の
区
域

区
周
南
市
大
字
大
道
理
字
堂
ノ
上
四
八

一
地
先
か
ら

二

二
四

三
八

せ
ず

〇
・
七

五

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

〃

〃

〃

状

態

の

類
）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通
間

旧
新
別

（
メ
ー
ト
ル
）

地
先

新

最
狭

八
・
六

最
広

二
八
・
八

敷
地
の
幅
員

山
口

原
線

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
の

旧

最
狭

五
・
八

最
広

一
五
・
六

〇
・
七

一
・
九

六
九
、

〇
・
一
五

〇
・
四

七
、

八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
間

。日
〃

〃

〃
排
出
水
の

値

燐（

／

）

常

最

大

通

七

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

三
三
八
・
五

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

延

長

県
知
事

二

井

関

成

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

三
三
八
・
五

八
三
五

六
九
、
八
八
五

六
〇
〇

三
七
、
六
〇
〇

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

〃

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

に



平成 年 月 日 金曜日

同八阿二同の阿八同二並阿七同〇

山 口

同五及阿の同の並阿の同の阿五

（定期）県 報

道
阿の同〇阿の同の阿六

第 号

光ら同ま
道路郡

同
町

同
大
字
字
五
反
田
一
四
二

の
一
地
先
ま
で
、

武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
五
反
田
一
四

八
の
一
地
先
か
ら

郡

同
町

同
大
字
字
下
台
一
二
四
八

五
地
先
ま
で
、

武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
下
台
一
二
四

の
五
地
先
か
ら

郡

同
町

同
大
字
字
五
味
ケ
原
六
七

の
三
地
先
ま
で

び
に
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
五
味
ケ
原
六

二
の
三
地
先
か
ら

郡

同
町

同
大
字
字
宮
ノ
前
一
〇
一

の
二
地
先
ま
で

郡

同
町

同
大
字
字
迫
一
四
二
一
の

地
先
ま
で

び武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
迫
一
四
二
一

五
地
先
か
ら

郡

同
町

同
大
字
字
西
川
一
四
五
五

一
地
先
ま
で

び
に
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
迫
一
二
七
三

一
地
先
か
ら

郡

同
町

同
大
字
字
西
川
一
四
五
五

一
地
先
ま
で
、

武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
西
川
一
四
五

の
一
地
先
か
ら

路
の
区
域

区

間

武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
迫
一
二
七
三

一
地
先
か
ら

郡

同
町

同
大
字
字
宮
ノ
前
一
〇
一

の
二
地
先
ま
で

武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
迫
一
二
七
三

一
地
先
か
ら

郡

同
町

同
大
字
字
吉
原
一
三
六
六

一
地
先
ま
で
、

武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
吉
原
一
三
六

の
一
地
先
か
ら

市
光
井
四
丁
目
一
九
八
一
の
二
地
先
か

市
大
字
光
井
字
瀬
戸
五
四
九
の
一
地
先

で
路
の
種
類

県
道

線

名

迫
田
篠
目
停
車
場

最
狭

一
〇
・
五

最
広

四
三
・
〇

最
狭

一
二
・
五

最
広

五
二
・
〇

最
狭

五
・
三

最
広

一
四
・
〇

最
狭

六
・
〇

最
広

八
・
〇

最
狭

一
〇
・
〇

最
広

一
七
・
〇

最
狭

九
・
〇

最
広

三
四
・
〇

新

最
狭

一
六
・
〇

最
広

四
〇
・
〇

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

三
・
五

最
広

一
六
・
四

一
、

最
狭

五
・
〇

最
広

一
六
・
四

旧

最
狭

八
・
〇

最
広

一
三
・
六

新

最
狭

一
一
・
六

最
広

四
五
・
〇

線

（
重
用
）

三
三
八
・
〇

二
六
八
・
〇

阿
東
町
道
篠
目
文

殊
線
の
道
路
の
区

域

五
五
・
〇

県
道
引
谷
篠
目
線

の
道
路
の
区
域

一
〇
二
・
〇

県
道
引
谷
篠
目
線

の
道
路
の
区
域

五
五
・
〇

三
九
三
・
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

四
五
・
〇

一
般
国
道
九
号
の

道
路
の
区
域

長

ー
ト
ル
）

備

考

一
一
七
・
〇

二
八
四
・
〇

二
九
三
・
八

二
九
三
・
八

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

線

同
市

同
大
字
字
小

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

路
線
名

供

用

県

道

新
南
陽
日
原

周
南
市
大
字
大
道
理

及
び
阿
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
五
味
ケ

七
三
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
西
川
一
四

の
一
地
先
ま
で

山
口
県
告
示
第
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

同
郡

同
町

同
大
字
字
上
大
林
九

の
一
地
先
ま
で
、

阿
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
上
大
林

二
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
吉
原
一
三

の
一
地
先
ま
で

及
び
阿
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
吉
原
一

六
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
五
反
田
一

三
の
一
地
先
ま
で

阿
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
馬
入
道

二
七
の
三
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
五
味
ケ
原

三
の
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

引
谷
篠
目

道
路
の
区
域

区
阿
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目
字
馬
入
道

二
七
の
三
地
先
か
ら

原
三
七
四
の
六
地
先
ま
で

八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
間

。日

山
口

開

始

の

区

字
堂
ノ
上
四
八
一
の
一
地
先
か
ら

原
六

五
一

新

最
狭

一
〇
・
五

最
広

五
二
・
〇

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

九
二

最
広

七
・
〇

九
二

六
六

旧

最
狭

三
・
五

最
広

八
・
五

三
六

四
二

最
狭

六
・
〇

最
広

一
八
・
〇

一
〇

六
七

最
狭

一
四
・
〇

最
広

二
七
・
〇

線間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇

最
狭

三
・
〇

日

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

県
知
事

二

井

関

成

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
四
月
一

六
〇
二
・
〇

る
。
県
道
迫
田
篠
目
停

車
場
線
の
道
路
の

区
域
（
重
用
）

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

八
五
四
・
〇

県
道
迫
田
篠
目
停

車
場
線
の
道
路
の

区
域
（
重
用
）

一
四
五
・
〇

二
二
五
・
〇

終
点
の
変
更
に
よ

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

二
七
〇
・
〇 八

に 道



平成 年 月 日 金曜日

一二
宇社

三

山 口 県

（
一大

と
お当

働
部

（定期）報

路県迫車

第 号

路県光

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
南
浜
店

所
在
地

宇
部
市
南
浜
町
二
丁

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

部
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
株
式
会

宇
部

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

八
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三

商
政
課
及
び
宇
部
市
経
済
部
商
業

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

線
名

供

用

道

田
篠
目
停

場
線

阿
武
郡
阿
東
町
大
字
篠
目

同
郡

同
町

同
大
字
字

公

線
名

供

用

道

柳
井
線

光
市
光
井
四
丁
目
一
九
八

同
市
大
字
光
井
字
瀬
戸
五

変

更

前

在
地

目
八
番
四
号

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
小
串
一
九
八
五

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

十
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一

観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

山
口
県
知

開

始

の

区

間

字
迫
一
四
二
一
の
五
地
先
か
ら

窪
一
二
〇
四
の
一
地
先
ま
で

告

開

始

の

区

間

一
の
二
地
先
か
ら

四
九
の
一
地
先
ま
で

変

更

後

所

代
表
者
の
氏
名

光
井

一
彦

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
三
月
三

十
一
日

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
四
月
一

日

社
三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

平
成
十
八
年
一
月
十
六
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
南
浜

所
在
地

宇
部
市
南
浜

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

宇
部
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
株
式
会

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
南
浜

所
在
地

宇
部
市
南
浜

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

宇
部
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
株
式
会

社
三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
二
十
六

及
び
所
在
地

店町
二
丁
目
八
番
四
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
八
五

変

更

前

イ
ズ
ミ
南
浜
店

及
び
所
在
地

店町
二
丁
目
八
番
四
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
八
五

の

鈴
木

正
勝

日

九

所

代
表
者
の
氏

光
井

一
彦

変

更

後

ア
ル
ク
南
浜
店

所

代
表
者
の
氏

光
井

一
彦

光
井

一
彦

名 名

公

告



平

と
お

成 年 月 日 金曜日

四五（
一大

山 口 （定期）県 報 第 号

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日

八
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

う
者
の
住
所

原
田

睦
宏

山
口
テ
レ
コ
ム

株
式
会
社
丸
久

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
竹
田

山
口
テ
レ
コ
ム

称

株
式
会
社
丸
久

株
式
会
社
竹
田

山
口
テ
レ
コ
ム

株
式
会
社
丸
久

株
式
会
社
竹
田

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

株
式
会
社
イ
ズ

株
式
会
社
山
口

株
式
会
社
大
黒

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

宇
部
市
南
浜
町

八
番
四
号

株
式
会
社

園
芸

株
式
会
社

園
芸

株
式
会
社

園
芸

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

ミ

株
式
会
社
イ
ズ

フ
ジ
カ
ラ
ー

株
式
会
社
山
口

ラ
ー

屋
製
菓
本
舗

株
式
会
社
大
黒

本
舗

が
あ
り
ま
し
た
。

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

二
丁
目

宇
部
市
浜
町
二
丁
目
四

番
三
〇
号

宇
部
市
鍋
倉
町
六
番
六

号倉
重

雅
之

竹
田

亨

田
村

秀
治

株
式
会
社
丸
久

株
式
会
社
竹
田
園
芸

山
口
テ
レ
コ
ム
株
式
会

社防
府
市
大
字
江
泊
一
九

三
六

山
陽
小
野
田
市
日
の
出

二
丁
目
七
番
一
二
号

前

変

更

後

ミフ
ジ
カ

屋
製
菓

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
十
一
月
十
八
日
山
口
県

間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三

（
一
八
九
）
大
規
模
小
売
店
舗

株
式
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

株
式
会

山
口
テ

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
に
お

い
て
荷
さ
ば
き
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
時

所
在
地

宇
部
市
南
浜

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

宇
部
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
株
式
会

社
三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
南
浜

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

公
告
（
六
一
〇
）
に
係
る
大
規
模

日立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

社
丸
久

社
竹
田
園
芸

レ
コ
ム
株
式
会
社

午
前
九
時

午
後
一
一

で午
前
六
時

時
ま
で

町
二
丁
目
八
番
四
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
八
五

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

ま
す
。

日

山
口

及
び
所
在
地

店

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

よ
る
意
見
の
聴
取 翌

日
の
午
前
零
時

午
後
八
時

〃

一
五
分
か
ら

時
一
五
分
ま

午
前
九
時
一
五
分
か
ら

翌
日
の
午
前
零
時
一
五

分
ま
で

か
ら
午
後
六

午
前
五
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

所

代
表
者
の
氏

光
井

一
彦

更

前

変

更

後

類
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

課
及
び
宇
部
市
経
済
部
商
業
観
光

県
知
事

二

井

関

成

一
〇

成防 名 日課



平成 年 月 日 金曜日

岩
二三

山 口 県

九
十

当
で

項
の

に
供

一

（定期）報

二（
一次

第 号

府
市当

商
政

一

国
市

野
口
地

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
四
月
三
日
か
ら
同
月

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備
課

五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項

あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第

規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に
係
る

し
ま
す
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

事
業
の
内
容

市
町
村
名

施
行

名

称

ル
ル
サ
ス
防
府

所
在
地

防
府
市
栄
町
一
丁
目

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

九
〇
）
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良

の
市
町
村
が
行
う
土
地
改
良
事
業

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三

課
及
び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

区

農
道
の

二
十
四
日
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い

土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条

山
口
県
知

地
区

事
業

三
三

。事
業
の
施
行
の
協
議
に
係
る
決

の
施
行
の
協
議
は
、
土
地
改
良

十
一
日
か
ら
同
年
五
月
一
日
ま

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

山
口
県
知

在
地

整
備

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

事

二

井

関

成

の
種
類

定法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

し
ま
す
。

事

二

井

関

成

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（

り
、
次
の
者
を
山
口
県
指
定
無

名付

棟
札

山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第

山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（

山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
西
圓

形
文
化
財
を
追
加
し
て
指
定
す

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

名
剣

宝
剣
拵

付

天
文
五
年
剣
拵
注
文

教

育

山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（

次
の
有
形
文
化
財
を
山
口
県
指

昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号

形
文
化
財
萩
焼
の
保
持
者
と
し
て

称

員

数

所

在

一

枚

長
門
市
仙
崎

四
号

三
号

昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号

寺
（
昭
和
五
十
七
年
山
口
県
教
育

る
。

日 日
称

員

数

所

在

一

口

一

通

山
口
市
大
内

委

員

会

二
号

昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号

定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

一
一

）
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に

追
加
認
定
す
る
。

の

場

所

所

有

者

二
一
一
八
の
一

宗
教
法
人
西
圓

寺

）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
告
示
第
一
号
）
に
、
次
の

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会

の

場

所

所

有

者

御
堀
四
一
〇

宗
教
法
人
興
隆

寺

）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

よ 、有 、

教

育

委

員

会



平

土

成 年 月 日 金曜日

三公

山 口

一
調捕

二

（定期）県 報

山
漁

お
り

第 号

岡

地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

指
示
の
有
効
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

収

用

委

告公
示
送
達

指
示
の
内
容

殻
長
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

整
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
口
県

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

適
用
海
域

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区

漁
業
調
整

口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

指
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

氏

名

雅

号

生

田

裕

裕

昭
和
二
十

第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条

十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

員

会
山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区

会

あ
さ
り
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら

規
則
第
十
一
号
）
第
五
十
条
第

。 委
員
会

整
委
員
会
告
示
第
一
号

百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第 山

年

月

日

住

一
年
三
月
二
十
三
日

萩
市
大
字
椿第

三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
一

漁
業
調
整
委
員
会

長

山

根

勝

法

な
い
。
た
だ
し
、
山
口
県
漁
業

一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
採

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

口
県
教
育
委
員
会

所

東
四
八
九
三
の
二

東
京
都
江
東
区
南
砂
三
丁

平
野

敏
彦

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭

平
野

雅
之

山
陽
小
野
田
市
大
字
山
川

入
口

憲
雄

千
葉
県
松
戸
市
牧
の
原
四

亀
田

直
人

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
三

上
原

昭
裕

増
山
ひ
と
み

宇
部
市
大
字
船
木
一
六
四

野
村

富
夫

山
口
市
芝
崎
町
二
番
二

平
野

元
彦

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭

亀
田
ツ
ネ
子

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭

秋
重

豊

下
関
市
山
の
田
北
町
二
番

伊
藤

洋
子

宇
部
市
居
能
町
三
丁
目
一

田
中

子

宇
部
市
居
能
町
三
丁
目
一

田
中

勝
也

宇
部
市
大
字
際
波
二
七
七

に
掲
げ
る
者
に
送
達
す
べ
き
次

郵
便
番
号
七
五
三

八
五
〇

で
、
申
出
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

一

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

下
関
市
小
月
公
園
町
四
番

目
一
二
番
四
号

二
九
七
番
地
の
二

六
七
〇
番
地
の
二

三
五
番
地
の
一

丁
目
四
番
一
一
号

三
番
地
二
一

一
〇
二
号

一
五
八
番
地

二
九
七
番
地
の
二

一
一

四
〇
一
号

一
番
九
号

一
番
九
号

番
地
の
一

の
二
に
掲
げ
る
書
類
を
山
口
県
収

一

山
口
県
土
木
建
築
部
用
地
課

交
付
し
ま
す
。

日

山
口
県
収
用
委
員

三
六
号

用
委
員
会
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

内
）
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る

会
会
長

小

川

荘

六

一
二

号の

漁
業
調
整
委
員
会

収

用

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

兵
庫
県
尼
崎
市
塚
口
町
三
丁
目
五

橋
本

貢

島
根
県
出
雲
市
大
津
町
五
五
二
番

神
戸
市
東
灘
区
住
吉
東
町
四
丁
目

胡
中

久
枝

神
戸
市
東
灘
区
住
吉
東
町
四
丁
目

久
保

高
章

神
戸
市
長
田
区
長
田
町
三
丁
目
二

山
本
あ
す
か

神
戸
市
中
央
区
磯
上
通
五
丁
目
一

古
屋

美
子

京
都
市
伏
見
区
向
島
津
田
町
二
番

田
中

希

京
都
市
伏
見
区
向
島
津
田
町
二
番

田
中

要

大
阪
府
門
真
市
大
倉
町
三
番
八
号

中
島

陽
子

神
戸
市
東
灘
区
御
影
塚
町
四
丁
目

三
宅

元
嗣

東
京
都
武
蔵
村
山
市
学
園
三
丁
目

内
野

勝
通

川
崎
市
高
津
区
上
作
延
三
四
〇
番

尚

陽
子

神
奈
川
県
大
和
市
大
和
南
二
丁
目

梶
浦

政
幸

三
重
県
津
市
高
茶
屋
小
森
町
一
七

坂
本

照
子

津

敏
重

東
京
都
目
黒
区
駒
場
一
丁
目
四
二

藤
田

啓
子

東
京
都
渋
谷
区
初
台
二
丁
目
七
番

井

朗
人

東
京
都
武
蔵
村
山
市
学
園
三
丁
目

内
野

歩

番
地
の
三

地
三

三
番
二
〇
号

三
番
二
〇
号

番
一
九

九
〇
一
号

番
一
三

九
一
三
号

地
二

地
二

七
番
二
〇
号

九
五
番
地
の
二

地一
一
番
二
号

〇
〇
番
地
一
九

番
一
〇
号

一
八
号

九
五
番
地
の
二

則
）

二

送
達
す
べ
き
書
類

平
成
十
八
年
二
月
二
十
二

雑

正

誤

昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
五

齋
藤

輝
雄

波
多
野
敬
三

佐
々
木
萬
兵
衛
の
相
続

金
子
ヒ
サ
の
相
続
人

枝
村
喜
一
の
相
続
人

大
津
谷
光
藏
の
相
続
人

田
邉
重
一
の
相
続
人

梅
野
タ
キ
の
相
続
人

佐
賀
県
嬉
野
市
嬉
野
町
大

津
美
奈
絵

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭

西
山
由
利
子

三
宅
惠
利
子

濱
本

勇
治

中
島

洋
助

山
口

健
一

門
脇

真
実

愛
媛
県
東
温
市
志
津
川
一

中
島

和
郎

福
岡
市
博
多
区
神
屋
町
六

仲
田

肇

福
岡
市
南
区
高
宮
四
丁
目

池
本

次
子

日
付
け
裁
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